
 

 

 

 

 

第２段階へ… 
 ５月１１日にタブレットを配布して１か月弱が経ちました。学年ごとの実態に合わせて学

校でのタブレットの活用を進めてきているところです。豊海小学校の YouTubeチャンネルで

限定公開しました「タブレット端末についての説明動画」でお伝えしたように豊海小学校で

は、３つの段階を設定してタブレットの運用を進めているところです。 

 

 ６月からは第２段階として、ご家庭での活用も進めていきます。 

学校での使い方で指導している点については、裏面をご覧ください。 

ご家庭でのタブレットの使用について、ご家庭で話し合いをしたうえでルールを確認し、

別紙の書面にて学校に提出いただきます。提出の際には、同意書の時と同様に、ご家庭でコ

ピーや画像での保存をお願いいたします。内容としましては、①時間について、②場所につ

いて、③使用用途について の３点についてルールを決めていただきます。 

 

YouTubeでの限定動画配信②… 
 ５月３１日（月）に安心安全メールにて「家庭でのタブレットの使い方の説明動画」の URL

を送信いたします。 

今回の内容は、①LTE 切り替えのやり方、②ドリルパークの紹介、③子ども office の紹

介、④skyメニューの紹介 となります。 

６月以降、学年によってはタブレットを使った宿題が出されることがあります。動画を確

認しながら、タブレットの活用を進めていただければと思います。 
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タブレットの使い方について学校で指導すること… 
〇充電は家庭でしてくる。 

〇持ってくるのを忘れたり、充電が切れていたりしても予備の貸し出しはできない。 

〇タブレットは決められた場所にしまう。 

〇タブレットを使う時は、手を清潔にしてから使う。 

〇学校では、先生がいる時や指示があった時だけ使う。 

〇学習に関係あることだけに使う。 

〇タブレットの貸し借りはしない。 

〇他の人の IDやパスワードは使用しない。（個人情報に気を付けて使う） 

〇他人の写真を撮る時は、相手の同意を得てから撮影する。 

〇タブレットに貼ってあるシールははがさない。 

〇タブレットが壊れた、紛失した時は、すぐに先生に伝える。 

〇借りているタブレットなので、背景画面などの設定を勝手に変更しない。 

〇持ち帰る際には、ランドセルに入れて持ち帰る。水に弱いので、水筒と一緒にしない。 

〇タブレットから３０㎝以上、目を離して使う。（視力低下を防ぐため） 

〇使用しない時はシャットダウンをする。授業でまた使う時は、スリープにしておく。 

 

今一度、確認したいこと… 
 配布から１か月が経つ中で、様々な問い合わせや修理依頼がありました。 

今回配布されたタブレットを活用するうえで忘れてはいけない大前提が２つあります。 

  

① タブレットは学校から借りている物なので、返却時には借りた時と同じ 

状態で返却する必要がある。 

② タブレットは学習用として配布された物である。 
 

 自分専用で配布されたタブレットだからといって、タブレットの設定を変更していいわけ

ではありません。学習に必要な設定がされているものです。個人の責任で設定を変更したこ

とで、操作をブロックされたり、故障したりした場合には早急に学校までお伝えください。

学校から担当業者に修繕の依頼をします。提出いただいた同意書に反した行動によって、破

損・故障させた場合については、弁償、返却していただくこともありますのでご承知おきく

ださい。 

        

次回のタブレット通信では、 

第３段階のお知らせを予定 

しています。 


